
足場作業主任者受講資格(西暦表記)

足場の組立て等作業主任者受講資格(従事経験年数)について

建設業労働災害防止協会愛知県支部

2015年7月1日より法改正により足場の組立て等特別教育が必要となりました。

経過措置として、2015年6月30日までに経験がある人は、2017年6月30日まで猶予期間。

受講申込書　業務の経験年数

①　2014年6月以前の証明であれば、2017年7月1日現在で経験3年以上となり　OK

②　2014年7月1日の証明であれば、2017年7月1日現在で経験3年となり　OK

③　2015年6月末までに経験有、2017年6月末までに足場の組立て等特別教育を修了　→　修了証添付

　　※2017年7月1日以降の教育修了者は修了日までの期間は経験期間から除かれるので注意すること

④　2015年7月以降については、足場の組立て等特別教育修了日より3年間従事　→　修了証添付

　　受講年齢は満18歳以上で3年間の実務経験から、21歳以上となることには変わりありません。
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①2014年6月以前より従事、2017年7月までに経験3年間以上 OK

②2014年7月1日より従事、2017年7月1日までに経験3年間有 OK

③2015年6月末までに従事経験有、特別教育を修了し、従事期間3年間以上

④2015年7月以降従事、特別教育を修了後、従事期間3年間以上


